
 1

 

貧困にどう立ち向かうか 

一橋エコノミストの提言 
 

2009 年 12 月 2 日 

一橋大学兼松講堂 

 

 

問題提起 
 

北村行伸 

一橋大学経済研究所 

 

１．はじめに 
 

本日は水曜日の午後に沢山の皆様にお集まりいただき誠にありがとうございます。

本討論会の開催にあたりましては一橋大学本部、経済研究所、グローバルＣＯＥ、如

水会からご協力・ご支援をいただきました。深く感謝申し上げます。 

2008 年 7 月から一橋大学でグローバルＣＯＥプログラム「社会科学の高度統計・実

証分析拠点構築」が採択され、そのプログラムでは、高度な実証研究を行うと同時に、

社会に対して政策提言やアイディアを発信して行くことも意図しております。 

今回の金融危機・経済危機に端を発して様々な分野にひずみや歪みが生じてきて

おりますが、とりわけ貧困問題という喫緊の政策課題に関しては本学に多くの専門的

知識を持った研究者がおり、この機会に、我々が考える貧困問題への処方箋を提言

したいと考え、本日の公開討論会を開催するにいたりました。 

 

開会に先立ちましてパネリストをご紹介させていただきます。発表順に、経済研究

所の神林龍准教授、経済学研究科の川口大司准教授、同じく林正義准教授、同じく

田近栄治教授（本学副学長）でございます。私、北村行伸とこの 4 名で本日の討論会

を進行させていただきます。 

 

グローバルＣＯＥプログラムでは過去 2 回金融危機に関する公開討論会を開催し

て来ました。これまでの討論会の模様は資料および画像のかたちで、一橋大学ホー

ムページよりダウンロードできるようになっております。ご興味をお持ちの方はぜひ、

一橋大学ホームページにアクセスしてください。また、本討論会の模様も、資料および

画像とも後日公開される予定でございます。 

 

討議の進行は、次のように考えております。まず、私が貧困概念について簡単な説

明をした後、各パネリストに対して質問をする形で問題提起をいたします。それを受け

て、各自が 20 分ぐらいで持論を展開します。その後、20 分程度休憩をとり、再開後、

パネリストの議論の中でお互いにコメントなり追加的情報があれば発言していただき、
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残りの時間をフロアーからの質疑応答に使うということにいたします。また質疑ですが、

質問のある方は事前にお配りした質問票にご記入いただき、休憩時間に係員にお渡

しただき、その中からいくつかの質問にお答えするという形をとらせていただきたいと

思います。 

 

 

2．問題の所在 
 経済学者の多くが、社会における所得分配の不平等や貧困の問題を解決したいと

いうことで経済学を志し、研究を始めたのではないかと思います。私自身、大学院生

の時にアマルティア・セン教授の『貧困と飢饉』を読んで触発され、その門下生にして

もらったという経緯があります。 

 セン教授は 1998 年にはノーベル経済学賞を受賞し、人間の安全保障や人間開発

指数などの経済発展の政策的な側面での貢献だけではなく、貧困の測定、人間の権

利や自由、正義といった厚生経済学の概念的な問題にも深く関わった学者でありま

す。そのセン教授は貧困について次のように書いています。 

「貧困の概念には二つの異なったーしかし無関係ではないー思考過程が含まれる必

要がある。つまり、（１）ある人々を貧困と特定する方法（特定）、および（２）貧しい

人々の集団の特徴を集計して貧困の全体像を示す方法（集計）、である」（セン

（1990,p.16））。 

これは、絶対的な生物学的な生存（広い意味での必需品が得られていないこと）に

関わる貧困と社会の相対的な剥奪に関わる貧困を合わせたものとして考えることが

できます。たしかに、貧困にはそのような２つの側面があり、経済発展や社会の状況

に応じて、その両者のウェイトが変わってくると考えることができるでしょう。例えば、

豊かな物質文明の中での貧困・飢餓は、貧しい国の中での貧困とは別の意味での政

策課題を投げかけています。 

またセン教授は貧困の原因は貧困層の中でも多様であり、単一の測度で計測でき

るものではなく、複数の指標を用いて判断すべきものであることを注意深く指摘してい

ます。それゆえに救済策も多様である必要がある訳です。 

 セン教授の貧困分析の中心にある考え方は権原（entitlement）アプローチと呼ばれ

るものです。これは所有権を一種の権原と捉え、その権原がどれぐらい与えられてい

るかということをもって貧困の問題を捉えるという概念上の考え方です。経済学に関

する権原には交換権原、生産権原、自己労働権原、相続・移転権原などが認められ

ていますが、貧困の問題は、社会的に見て貧困層に属すると判断される人々が、そこ

から脱出するだけの十分な権原を与えられていない結果であって、社会全体に彼ら

を救い出すだけの資源や資金が不足しているという事ではないという事実をセン教授

は指摘しました。これは法哲学的には権利論や人権といった概念に近いもので、現

代の貧困に関する政策的な対応もこの基本的人権の尊重という側面と、市場経済の

メカニズムの中での解決という両側面があり、貧困問題を考える上での重要な視点を

与えてくれています。 

 

では我々が用いる貧困率とはどのように定義されているのでしょうか。一般的には、

相対的貧困率（所得中位値の 50％を貧困線とするとそれ以下にいる人の割合）と絶

対的貧困率（例えば、一日 2 ドル以下の生活をしている人の割合）の二つの概念で説
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明されます。先進国の国際比較目的では前者の相対的貧困率が用いられていますし、

発展途上国への援助などに関する政策判断では後者の貧困率が用いられることが

多いと思います。また、相対的であれ、絶対的であれ貧困線を決めた場合、それ以下

の人々の所得を貧困線までに引き上げるのにどれぐらいの資金がいるかという指標

として貧困ギャップが用いられることもあります（図１－２参照）。 

 

厚生労働省が 2009 年 10 月 20 日に公表した OECD 基準の相対的貧困率指標は

15.7%で悪い方から第 4 位。同じく 11 月 13 日には 1 人親世帯の貧困率は 54.3%で

OECD 中最悪の第 1 位であることが公表され、大きなショックを与えました。もちろん、

バブル崩壊後の日本経済の低迷の中で、労働法制が徐々に変更され、非正規雇用

者の比重が増え、かつ人口高齢化の進行と相まって、所得格差の拡大（小塩・田近

(2006)）やワーキングプアーの存在、あるいは下流社会層（三浦（2005））の拡大など

がさかんに議論されてきましたが、貧困問題がここまで深刻な状況に来ているという

ことが国民の前に明らかにされたということは意義のあることでした。この数字の意味

していることは日本が貧困大国になりつつあるということです。 

 駒村(2009)が論じているように、バブル崩壊後、経済状況の悪化と共に生活保護受

給者が増加しています。とりわけ、1990 年代半ばから、高齢者の生活保護受給の増

加が見られます。このことは、生活保護を受けている高齢者の約 50％が無年金者で

あり、そもそも経済力の脆弱な高齢者が高齢化によって増加していることがその理由

です。その結果、生活保護を受ける高齢者が、総受給者の半分を占めるようになり、

財政難も相まって、若年貧困者は労働の可能性が残っている限り生活保護を受ける

ことが難しくなってきているというのが実情です。日本の貧困の実態の中で、主要な

該当者は単身高齢者(特に女性)であることを指摘しておきたいと思います（阿部・國

枝・鈴木・林(2008)参照）。 

 一方で日本は長寿社会で、沢山の高齢者が暮らしていることを一つの社会的成果

として誇りながら、他方で長生きすることが罪であるかのような状況を作り出している

という矛盾を我々はどう受け止めればいいのでしょうか。無年金高齢者を生活保護の

下に置くのではなく、公的年金の枠の中での救済を考えるなど他の制度の中で解決

する方法があるのではないでしょうか。 

  

 これまで経済学では貧困問題にどう取り組んできたのでしょうか。これについてはボ

ードイン（2009）が世界史的な視点から概観していますが、16 世紀以前の西洋では貧

困は自然災害や戦争の結果もたらされるもので、救済の対象として手を差し伸べた

のは宗教や共同体であり、グローバル化が進展した 16 世紀以後政府が貧困対策を

取り始めたことが明らかにされています。 

 ところで、日本における貧困対策の歴史は古く、仏教の影響を受けた聖徳太子が

593 年に創立したとされる四箇院（悲田院、敬田院、施薬院、療病院）によって慈善救

済が行われたことに始まるとされています。公的な慈善制度の発令も 718 年「戸令」

が制定され、本当に貧困者とみなされた人々は近親者や地域の互助制度で救済され

ることが決められています。また、天変地異や凶作、災害などに対する備えも、中国

の備考制度に倣って、義倉、常平倉が設置されていました。同じ頃、光明皇后が貧し

い人々に施しをするための施設「悲田院」、医療施設である「施薬院」を建立して慈善

事業を行ったことも良く知られています。 
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時代を 16 世紀にまで進めると、我々は産業化や囲い込み運動の経験によって都

市貧民を救済する必要性に直面し、救貧法が導入されることになり、また一連の啓蒙

思想の発達の中で、ペインの『人間の権利』やルソーの『社会契約論』などが読まれ

ることで、社会契約や自然法の考え方が広まり、全ての人には生きるための権利が

あるということが認識されるようになって来ました。 

 20 世紀のベバリッジ報告による福祉国家の原型は完全雇用と社会保険（公的年金、

健康保険）、生活保護の 3 本柱で貧困問題に対処しようというものであったわけです

が、前 2 者が 20 世紀後半の社会経済の変動の中で破綻をきたし、現在、貧困問題を

総合的に解決できる体制からは程遠いという状況に陥っているといえます。勿論、こ

れは世界的現象ではありますが、北欧諸国など福祉国家の立場を固持している国々

では貧困問題は大きくないということも事実としてお伝えしておきたいと思います。 

 

貧困問題は、人間の権利の問題であり、資源分配に関わる経済問題でもあります。

この古くて新しい問題にわが国の経済学者はもう一度立ち向かう時に来ていると考え

ています。 

 

３．最低賃金と賃金格差 
 貧困削減のための政策として最低賃金の引き上げが政府では検討されています。

たしかに、貧困層のうち労働市場に出て働いている人の賃金は当然ながら低水準に

あります。この部分を引き上げることで、少なくとも雇用が確保されている人々の所得

は増加し、それ以上の所得を獲得している人々との賃金格差は縮小するでしょう。し

かし、最低賃金を引き上げた場合、最低賃金で働いていた人々の雇用は必ず確保さ

れるものでしょうか。例えば、コンビニエンスストアーやファストフードのチェーン店で

働いている人たちへの労働需要はなくならないはずですが、名ばかり店長を作ってそ

の人に超過労働を押しつけることでバイトの人員を減らすということは十分考えられ

ます。 

 最低賃金は職種別、地域別に決められており、ある程度の多様性が認められてい

るのですが、この地域差は、逆に地域格差を認定するようなものになるのではないで

しょうか。同一地域同一産業内での賃金格差の縮小と同一産業での地域間賃金格

差は、最低賃金の引き上げによって縮まるのでしょうか。 

 

 

４．最低賃金の貧困対策としての有効性 
 経済学者は一般に最低賃金の増加は該当者の雇用を減らすと論じてきましたが

（Neumark and Wascher (2008)）、最近のアメリカでの研究では、その証拠はあまり強く

なく、最低賃金の増加が雇用を増加させたケースや全く変化をもたらさなかったケー

スなどが報告され(Card and Kruger (1995))、論争の対象となっています。これらの論

争は終結していませんが、低賃金労働者の賃金弾力性は低く、最低賃金引き上げが

雇用を多少減少させたとしても、全低賃金労働者の総所得を増加させる効果がある

のではないかと判断されているようです。 

日本に関してはどうなのでしょうか。橘木・浦川（2006）によれば、最低賃金で働いて
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いる人の多くは世帯主ではなく、扶養家族や配偶者など世帯の構成員であり、貧困

世帯に属しているのは約 3 割に過ぎないとされています。この意味では、最低賃金の

引き上げが貧困削減に与える効果は限定的であるとされています。 

 また、この 3 割の世帯を貧困から救済するには、最低賃金の引き上げと併せて、後

で議論する給付付き勤労所得税額控除（Earned Income Tax Credit: EITC）と併用する

ことでより有効に貧困削減に寄与すると考えられます。 

 

５．生活保護の現状と課題 
 生活保護制度は「日本国憲法 25 条1に規定する理念に基づき、国が生活に困窮す

るすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度

の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」（生活保護法 1

条）ものであって、最低限度の生活とは「健康で文化的な生活水準を維持することが

できるもの」と規定されています。 

 しかし、この制度は最後のセーフティ・ネットということで、本当に生活の手立てが無

くなった人にのみ適用されるようになっています。すなわち、給付にあたり、保護申請

者の資力（資産、所得、稼得能力）が調査され、貯蓄額などにまで及んでかなりの制

約を受けることになります。 

生活保護基準額の計算においては、給付額が世帯の困窮程度に対応できるよう

に複数の扶助や特別加算が用意されています。そのうち８つの扶助には年齢・世帯

人員・所在地域などに応じて一般基準が設定されています。それらは(1)生活扶助（衣

料費、食料費、光熱費など）、(2)教育扶助費（学用品、学校給食費など）、(3)住宅扶

助（家賃、補修などの住宅維持費）、(4)医療扶助（治療費、薬剤費、治療材料費）、(5)

介護扶助（介護保険の自己負担分など）、(6)出産扶助、(7)生業扶助（生業に必要な

資金、職業能力開発校等の費用）、(8)葬祭扶助（要保護者死亡の場合の葬祭経費）

です。それに加えて 8 つの加算があります。すなわち、(1)妊産婦加算、(2)母子加算、

(3)障害者加算、(4)介護施設入所者加算、(5)在宅患者加算、(6)放射線障害者加算、

(7)児童養育加算、(8)介護保険料加算、の 8 つです。 

 これらの扶助や加算が合計されて生活保護基準額が算定されます。これが最低生

活費に当たるもので、そこから平均月収から必要経費と各種控除を除いた収入充当

額を引いたものが扶助額として給付される仕組みになっているのです。 

 この算定においては医療と介護サービスは現物給付され、また世帯構成員の人数、

年齢構成、居住地域における生活費調整などが行われ、かなりきめ細かい計算を経

て決定されており、個別世帯によって受給額が違ってきます。従って、一概に生活保

護給付はいくらとは言えません。 

実際に、日本での生活保護の適用者を調べると高齢者世帯、傷病世帯、障害者世

帯、母子世帯など性格の異なる対象を抱え込んでいることがわかります。このことは、

生活保護制度の複雑さを物語っていますし、様々な経緯で貧困に陥ってきた人々を

救済する制度（救貧）ではありますが、貧困を削減するための制度あるいは貧困に陥

らないための制度(防貧)にはなり得ないことは認識しておく必要があるでしょう。 

                                         
1 日本国憲法２５条「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国

は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなけ

ればならない。」 
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 もう一つ忘れてはならないのは地方財政との関係です。生活保護に関する事務の

ほとんどは地方公共団体によって実施されています。地方が実施する生活保護費は

国と地方が一定割合（国 75％、地方 25％）で負担しており、地方負担分をカバーする

だけの自主財源をもたない地方自治体は地方交付税を通じて財源を保障されていま

す。地方自治体が十分な財源を待たず、かつ中央政府が財政赤字で政府支出削減

を考え始めると、政治的抵抗力の弱い生活保護世帯への給付の削減も視野に入って

くることは、母子加算の段階的削減を厚生労働省が実施したことからも実証済みのこ

とです2。 

 

６．税制を用いた貧困対策 
 貧困状態は生活保護などによる社会扶助あるいは移転によってある程度改善され

るでしょうが、長期的に、あるいは恒常的に貧困状態から脱出するためには、自らが

労働によって得る所得を上昇させる必要があります。そのためには、低所得者層に

属する人々に補助金を出して、特に低所得層に対して限界税率を負にすることによっ

て就労を促進させるインセンティブをつけることができれば一つの有効な政策になり

得ます。これが、給付付き勤労所得税額控除制度です（図３参照）。補助金の額は労

働所得に応じて給付されるので、所得がある程度高くなると、補助金の額は徐々に減

らされることになりますが、一定の所得額までは補助金が出るので低所得者層の所

得上昇には結びつき、その分貧困削減になると判断できます。この制度は就業して

所得のある人に適用されますので、非就業者には効果はありませんが、その意味で

も就業促進的な制度であると考えられるのです。 

  

７．その他の貧困対策 
 

貧困対策を考える場合、時間軸をどのように設定するかによって、政策の内容が

異なってきます。すなわち、短期的に解決しなければならない切迫した問題と長期的

に構造改革によって解決すべき問題ではその対応も異なってくるということです。 

先ず、短期的に効果のありそうな政策について考えてみましょう。 

住宅は衣食住の 3 大必需支出のうち、最も重要な生活水準の決定要因でしょう。こ

の住宅関連支出を補助する制度は貧困対策として有効だと考えられます。実際、ス

ウェーデンでは政府が保証年金（平均所得の 40%程度）を導入し、さらに住宅補助が

あり（最大費用の 93%）、18-20%の人が補助を受けています。OECD 基準の貧困率に

該当するスウェーデンの高齢者は 8%に過ぎません。日本の単身女性高齢者の貧困

率が 50%を越えているのと対照的です。 

 次に、短期的な融資制度があれば、借家を追い出されたり、電話やガス・水道・電

気などの基本的なインフラストラクチャーの供給をストップされたりすることを回避する

ことができるのではないでしょうか。発展途上国で成功してきたとされるマイクロファイ

ナンスが日本でも適用可能であると議論されています（菅（2009））。マイクロファイナ

ンスのような消費者金融があれば、ネットカフェ難民、ホームレスに陥る前になんらか

の対応ができる可能性があり、即効性のある政策ではないかと考えられます。 

                                         
2 民主党政権では 2009 年 12 月より母子加算を復活させています。 
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 中期的な政策としては、非正規労働が専門的な資格取得をして専門家として正規

労働者になるための道を開くような支援をするということがあるでしょう。これは資格

取得までの学費・生活費の一部を公的に支援するという方法が考えられます。より広

い意味での職業訓練については、目的とその結果得られる資格や技能について明確

な結びつきのあるようなものに限って支援することが大切だと思います。 

 

 さらに長期的な政策としては、先ず、子供への支援が考えられます。阿部（2008）が

論じたように、日本における子どもの貧困は深刻なレベルに達しています。親の劣悪

な経済状態が子どもの成育に極めて深刻な影響を与えているとすれば、貧困が世代

間で移転されることを断ち切ることが極めて難しくなります。民主党の子ども手当ては

全ての子どもを対象にしているという意味では、貧困対策とは言えませんが、給付さ

れた手当てが本当に子どものために使われるとすれば、貧困の連鎖を切るための補

助にはなるかもしれません。アメリカではリンドン・ジョンソン大統領が「偉大なる社会」

教書の一部として「1964 年経済機会法」を採択し、低所得者層の 3－4 歳の子ども（環

境不遇児）に対して、子どもの発達や学習のさまざまな側面に影響を及ぼすような支

援を行うヘッドスタート（Head Start）という制度が導入されています。これに似たような

子ども支援制度も貧困の世代間連鎖を断ち切るためには望ましいものだと考えられ

ます。 

 青砥(2009)が報告しているように、貧困スパイラルが生まれる場所は高校中退であ

ると言われています。現在、高校進学はほぼ 100%近くになっていますが、同時に中退

も増加しており、それが貧困へ陥る一つの大きな原因となっているということです。ま

た、全日制高校が拡大し、定時制高校の定員が削減される状況では、勤労学生が自

己の学力を増進させるための身近な学習機会が奪われつつあることも問題であると

されています。もっとも、勤労学生自体が減っているということも事実です。 

 そもそも、明治維新以来、教育の機会均等が保障されることによって、自出のハン

ディキャップをうめることが可能であった制度（メリトクラシー）が、社会の活力を生ん

できた側面があったことを再確認し、現在、急速に進んでいる生まれによって教育機

会やその後の社会活動に違いがある制度（アリストクラシー）への後退を阻止しなけ

れば、社会全体のダイナミズムが失われることになるのではないでしょうか。 

 一方で、教育によって貧困から脱出できるという可能性を最大限に生かし、他方で、

親の経済状態が子どもの教育のチャンスを決めてしまうような仕組みを改めて、広い

意味での奨学金制度や教育ローンを本人が組めるような制度設計が必要だと思いま

す。 

 貧困世帯の実態が統計的に明らかでないということが貧困問題の解決を難しくして

います。これは貧困世帯の統計調査が難しいということだと思いますが、より適切な

政策対応を考える上では、貧困実態を把握するための統計調査がどうしても必要で

す。また、それを用いた実証研究の蓄積が必要なことは言うもでもありません3。 

                                         
3 最近は、年金や生活保護に代わってベーシック・インカムをすべての人に分配すべきであると

いう議論をする人もいます（山森(2009）、橘木・山森(2009)参照)。この考え方は最低賃金や負の

所得税の考え方、またセン教授の権原（entitlement）にも通じるものがありますが、政治的に実行

可能な政策としては現状ではまだ認められていない、あるいは詳細が不明であるので、ここでは

取り上げません。 
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８．政策提言 
 トルストイの『アンナ・カレーニナ』は「幸福な家族はどこも似ているが、不幸な家族

はそれぞれの理由で不幸である」という出だしで始まりますが、これはまさに貧困家

庭にも当てはまる巨匠の観察だと言えるのではないでしょうか。ここでは全ての貧困

世帯に適応できる処方箋や政策提言があるわけではありません。むしろ、貧困問題

に対処すべき政策体制について改善を求めるといった趣旨のものです。 

 

1. 最低賃金の引き上げは賃金格差を緩和するかもしれないが、現状では貧困

対策の最有効策にはなっていない。 

2. 生活保護は最後のセーフティーネットではあるが、この枠を拡大して貧困問題

を解決するのではなく、年金や雇用保険を一層整備し、その他の所得移転・

教育政策などを充実させることで、生活保護に頼らざるを得ない人を発生させ

ないことが大切。 

3. 低所得者層に対しての所得移転は、労働インセンティブを阻害しない給付つき

税額控除制度が望ましい。 

4. 所得税と社会保険料の一体徴収と負担調整が望ましい。そのためには、納税

者番号を導入して、所得を正しく捕捉し、適切な税還付を可能とする体制を整

えるべきである。 

5. 社会保障の諸政策を実施するために必要となる経費は，消費税をはじめとし

て，国と地方を合わせた課税ベースの整理と増税によってまかなう必要があ

る。 

6. 労働、社会保険、社会扶助、税制、教育、地方財政など貧困対策は多岐に亘

っており、それらを総合的に把握し、政策として実効性をもたせるような司令塔

を明確に設置すべきである。 
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図１ 所得分布と貧困線のイメージ 
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図２．貧困政策の効率性 
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図３．給付つき税額控除 

 

 

 


